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財団名 ジャパン・プラットフォーム ベネッセこども基金 トヨタ財団 Yahoo!基金 日本郵便 日本財団 （独）環境再生保全機構 東京ボランティア・市民
活動センター

公益財団法人　日本音楽財団 中央共同募金会 パッカード財団 助成財団センター

財団の特
徴

日本の緊急人道支援の新しいしくみとして2000年に誕生。
NGO・経済界・政府などが対等なパートナーシップのもとに
連携し、迅速かつ効率的に国内外の緊急支援を実施でき
るよう、日本のJPF加盟NGOをさまざまな形でサポートして
いる。

「未来ある子どもたちが安心して自らの可能性を広げられ
る社会」の実現を目的としてッ設立。子どもたちが自ら学
ぼう、伸びようとする力を十分に発揮できるよう、子どもた
ちを取り巻く社会的な課題の解決および多様な学びの機
会の提供に取り組んでいる。

1974年、トヨタ自動車によって「人間のより
一層の幸せを目指して」設立。今日まで、
幸福の実現と社会の発展に役立つことを
願い、「先見性・市民性・国際性」を基本姿
勢として助成活動を実施している

2006年にYahoo! JAPANは創業10周年の
節目に際し、Yahoo!基金を設立。
災害被災者および災害被災地への支
援」とインターネット社会の健全かつ安全
な発展に貢献するために「インターネット
やIT技術の利活用を通じた市民活動の
支援」をテーマに活動を展開。

年賀寄附金配分事業は、戦後の社会経済の復
興という時代背景の下で、国民の福祉の増進を
図ることを目的として、「お年玉付郵便葉書等に
関する法律」（1949（昭和24）年法律第224号）に
基づき、日本郵便株式会社がこれを行っており
ます。

〈ソーシャルイノベーション〉を、「よりよい社会のために、
新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイ
デアと実践」と定義。この〈ソーシャルイノベーション〉が
多く実践されることによって、持続可能な「みんながみん
なを支える社会」が実現をビジョンとしている。そうした社
会の実現のため、日本財団は〈ソーシャルイノベーショ
ン〉のハブとなり、市民、企業、NPO、政府、国際機関な
どと連携を促進してゆくことをミッションとしている。

1992年リオデジャネイロで行われた地球サミット時に日
本政府が民間環境保全活動に対し資金的支援をするこ
とを表明し、翌1993年に地球環境基金が創設された。持
続可能な社会を目指し、環境NPOの「質・量の充実」、
「組織機能の強化」、「地域での連携協働」、「国際的な
展開」をミッションとして事業を実施している。

1981年に設立された東京ボランティア・セン
ターを前身とし、1998年に現在の名称に変
更。ボランティア・市民活動への参加をすす
め、活動を広げ、活動団体を支え、活動団体
と市民・学校・企業・行政などをつなぎ協働を
広げる役割をもった中間支援組織です

1974年3月、日本国内の音楽文化の振興と普及に寄与することを
目的として設立。西洋クラシック音楽を通じた国際貢献のため、ア
ントニオ・ストラディヴァリとバルトロメオ・ジュゼッペ・グァルネリに
よって製作された世界最高クラスの弦楽器20挺を国籍を問わず国
際的に活躍する演奏家や若手有望演奏家に無償で貸与する事業
を行っている。楽器貸与事業を通した音楽文化の振興・普及を公
益目的事業としてかかげ、事業を推進。これら世界の文化遺産と
もいわれる名器の保守・保全も行っている。楽器貸与者による演
奏会を日本国内外で開催し、地域の音楽文化の発展に貢献して
いる。

1947年設立。
全国47都道府県共同募金会の連合体で、赤い羽根をシンボ
ルとする共同募金運動の全国的な企画、啓発宣伝、調査研
究、都道府県共同募金会の支援等を行っている。また、全国
的視野により活用される寄付金や、2以上の都道府県で活
用される寄付金の受入れおよび調整や、民間助成資金･公
益信託などの取扱いを通じ、民間福祉事業の推進に大きな
役割を果たしてきた。
2016年、赤い羽根福祉基金を創設。

HP創設者David Packardとその妻Lucile Packardによって1964年に設
立されたカリフォルニア州ロスアルトス市に拠点を置くプライベート財
団。世界の指導者と指導的機関に助成し最も効果的な解決策を見出
し協働、目標に最善の方法で到達できるように裁量と支援を与えるこ
とを姿勢として助成活動を展開している。主な対象分野は
Conservation and Science、Population and Reproductive Health、
Childeren, Families and Communithy。
資産規模は67億ドル（2016年12月末時点）、年間グローバルにおよ
そ3億ドルの助成支援を行う。

1985年に設立され、助成財団や経済界の出損に
より、1988年に法人化されました。その目的は助
成、表彰、奨学を行う助成財団などの健全な発
展、育成に努め、助成事業に関する情報を収集し
必要とする人々にその情報を提供します。助成財
団の適正運営を支援します。

助成プログ
ラム名

「共に生きる」ファンド
①重い病気を抱える子どもの学習支援活動助成
②経済的困難を抱える子どもたちの学習支援活動助成
③災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成

国内助成プログラム 2016年度助成プログラム 年賀寄附金配分事業 助成事業（通常募集）、他 地球環境基金
ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ
応援ファンド」

助成事業 赤い羽根福祉基金　（コミュニティインパクトファンド）
日本を対象とするものはConservation and ScienceうちMarine
Fisheries Sub-program、Japan strategy（日本戦略）のみ。

ファイザープログラム～心とからだの
ヘルスケアに関する市民活動・市民
研究支援
（ファイザー株式会社に協力）

Panasonic NPO サポート ファン
ド　子ども分野
（パナソニック株式会社に協力）

東日本大震災現地NPO応援基金
［一般助成］第3期
（幅広い資金を原資として日本NPO
センターの実施に協力）

市民ファンド推進プログラム【助成プログ
ラム】
（トヨタ財団からの2ヵ年の助成を原資と
して実施中）

中央ろうきん助成プログラム
（中央労働金庫に協力）

スミセイ コミュニティスポーツ推進
助成プログラム
（住友生命健康財団に協力）

現地NPO応援基金[特定助成]
大和証券フェニックスジャパン・
プログラム
（大和証券株式会社の寄付の
もと日本NPOセンターに協力）

NPO支援組織スタッフ強化助成

＜事業内容＞①会計セミナー②定例研修懇談会
③初任者スタッフ・管理職研修④大学研究推進⑤
深掘りセミナー⑥NPO支援財団研究会⑦DB調査
など

プログラム
の特徴

東日本大震災及び福島第一原発事故に起因する被災者
の「自立」、「共生」、「こころ」を支える。
・生活の糧や心の糧を生み、地域が主体となった「自立」し
た社会を支える。
?子ども、若者から高齢者まで、さまざまな世代が「共生」
できる社会を支える。
?地域に根ざした伝統と文化を大切にした、「こころ」の復
興を支える。

①重い病気により長期入院や長期療養をしており、学び
への意欲向上や学習の支援などが必要な子どもたちに対
して、学びの機会の提供や環境づくりなどの活動を対象
②経済的な理由により学習に困難を抱える子どもたちの
意欲を高め、学習に取り組む手助けとなる事業を対象
③被災地で子どもたちの学びや、その基盤となる育ちなど
の環境づくりを支援されている様々な活動団体を対象と
し、実績ある活動の継続や事業をさらに発展させ活動を
対象

地域資源を活用し、地域課題に取り組む
仕事の創出とその荷い手の育成を目指す
プロジェクトへの支援。
①しらべる助成：調査助成（F/S)
②そだてる助成：活動助成
③つたえる助成：政策提言

助成するだけではなく、団体が取り組む
課題を社会に知らせることも役割と考え、
「知らせる、つなげる」をテーマとして実
施。
ヤフーのサービス、「ネット募金」で特集
記事の実施とイベントを開催し、1次通過
団体には両企画に参画。また、2次審査
会のプレゼンテーションは社員ボランティ
アがサポートを行う

寄附金が付加された年賀はがき・年賀切手を販
売し、お客様からお預かりした寄附金を原資に、
社会福祉の増進・青少年の健全育成など、対象
となる10の事業を行う団体に対して、公募により
助成。

審査に当たっては以下の点を考慮して採択。
1. モデルの構築
先駆的な取り組み、または、ユニークな手法により、今
後、他のモデルとなる事業
2. 社会のしくみの変革
前例にとらわれない方法により、旧来のしくみを変えて
いく事業
3. 社会的インパクトの創出
取り組む社会課題が明確かつ、成果の波及効果が大き
い事業

①はじめる助成：未助成団体支援
②つづける助成：地域活動の定着支援
③ひろげる助成：活動のステップアップ支援
④フロントランナー助成：モデルとなる先進活動支援
⑤プラットフォーム助成：特定課題の連携促進
⑥復興支援助成：被災地の環境再生
⑦特別助成：東京2020開催に向けた環境活動支援
⑧LOVE　BLUE助成：企業協働プロジェクト（寄付者（社）
日本釣用品工業会）、水辺の環境保全活動

ボランティア・市民活動団体及び活動推進団
体が実施する下記①～⑥のいずれかの事
業に助成。
①学習会・研修会の開催／②調査・研究の
実施／③器具・器材の開発・購入／④活動
にかかわる市民への啓発の実施／⑤ボラン
ティア・市民活動団体による先駆的・モデル
的活動／⑥その他

以下の視点からそれぞれの開催地に適した「仕組み」づくりに対す
る助成を行う
①申請団体が開催地や地域のNPO、学校、ホール、行政、民間企
業等と協力し、組織的な集客ができるか
②申請団体がメディアとの協働による広報力を使った集客ができ
ているか
③これらの「必要なしくみ」を継続して運営できる人材の育成を申
請団体が目指しているか

○わが国において喫緊に取り組むべき「制度の狭間」にある
生活課題への対応を助成
○5つの部門に分け、3つの事業・活動の組み合わせで、新
たな社会資源の創出につながる　　活動に助成
○「支援事業・活動」、「活動の基盤・ネットワークづくり」、「調
査・研究事業」のいずれも助成
○事業に係る人件費等の管理経費も助成

日本戦略の柱は持続可能な水産資源が需要される市場創成、国内
資源管理政策、国際的な外交政策の3点。助成対象団体には基盤
整備強化プログラム（Organizational Effectiveness）を通じて支援を別
途行うことが可能。

「心とからだのヘルスケア」の領域で
活躍する市民団体による、「健やか
なコミュニティ」づくりへの試みを支援
することを目的。
2001年より助成開始し、2008年およ
び2013年にプログラム改定。
現在は、「中堅世代の心とからだの
ヘルスケア」をテーマに、就労等を通
じた社会参加の取り組み等を重視。

子どもたちの健やかな育ちを応
援する新しい社会の実現を目指
し、先駆的な活動と自己変革に
挑戦するNPO/NGOの組織診断
または組織基盤強化の取り組み
を応援。

被災者の生活再建支援に取り組む
現地NPOの組織基盤強化を応援。
第3期では、過去の助成対象団体
（以下、応募資格を参照）を対象
に、内部的な取り組みだけでなく、
「第三者の力」を活用した組織基盤
強化の取り組みを重視。

新しい市民社会を創造し、社会課題の
解決を促進するため、市民から寄付を
集め、社会課題に取り組む市民活動に
助成し、市民が主体となって運営する
市民ファンド／コミュニティ財団の着実
な発展を目指し、【助成プログラム】とと
もに【研修プログラム】を両輪として実
施。

【個性が輝く　“ひと･まち･くらし”づく
り】
関東1都7県における、草の根のボラ
ンティアグループ・市民団体に対して
の活動助成。
・団体を育てる観点から最長４年の継
続可
・丁寧な選考（予備選考にNPO支援セ
ンター、労金都県本部、事務局　総勢
18名。本選考2日）

【コミュニティスポーツによる健や
かなひとづくりと社会づくりにむけ
て】多様性のある健やかな社会の
実現を目指し、コミュニティを育む
スポーツの実践的な取り組みを応
援。
①第1種助成：地域密着の取り組
み
②第2種助成：地域連携の広域的
な取り組み

【被災者の生活再建に取り組
むNPOの人材育成】
東北3県の被災地域で活動す
るNPOの組織基盤強化のた
め、主に人材育成に特化した
取り組みを応援。応募時点で、
育成対象スタッフとスーパーバ
イザーを設定する。

全国各地で活動を展開している
民間のＮＰＯ支援組織の基盤強
化に向けた研修会に対し、人材
の力量形成を図ることを目的と
して実施。
①講師招へい助成：研修登壇講
師の交通費・謝金
②参加者交通費助成：遠隔地
からの参加者に対する交通費を
助成

＜事業内容の特徴＞①人材育成に関する研修セ
ミナーを随時開催②会員相互の開発と意見交換
の場を開催③1.助成財団及び民間非営利分野な
どの助成情報・資料を収集・ 整理し、インターネッ
トや印刷物などで提供④2.民間非営利の活動の
充実・発展のため、他の民間非営利組織（ＮＧＯ、
ＮＰＯ等）との連携・交流の促進⑤2.海外の関係団
体との交流や情報の交換を行うと共に、国際会議
への参加等国際交流を実施し、また支援します。

助成分野

・コミュニティ支援
・セーフティネット支援
・生業支援
・コーディネーション・サポート

上記助成テーマで活動を行っている以下の非営利団体
・特定非営利活動法人（NPO）、社団法人、社会福祉法
人、財団法人等の非営利的活動を行う団体

多様な個人、団体、組織がともに連携し実
施するプロジェクト。一定の地域における
活動。（分野は限定なし）

【東日本大震災復興支援部門】
東日本大震災からの復興支援活動
【防災減災活動支援部門】
自分事として考えさせるための防災減災
活動

一般枠：①活動・一般プログラム、②活動・チャレ
ンジプログラム、③施設改修、
　　　　　④機器購入、⑤車両購入
特別枠：⑤東日本大震災及び平成28年熊本地
震の被災者救助・予防（復興）

海や船にかかわる事業
社会福祉・文化・教育などの事業（青色防犯パトロール
用車両、障害者就労支援車両を含む）

民間非営利団体の行う環境保全活動
ボランティア・市民活動であれば分野は限定
なし

1. 以下のような「仕組み」をつくる事業
①マスコミとの協働による広報力の確立、②地元のNPO、学校、
ホール、行政、民間企業等との協働による（集客）組織の形成、③
上記のような、地域を巻き込んだ仕組みづくりをマネージメントでき
る人材の育成等
2. 若手の育成を行う事業：才能ある音楽家を見出し、育成していく
事業で、一流の演奏技術を学ぶだけでなく、若い音楽家が先輩た
ちの音楽家と　しての心構えや音楽に対する考え方に接する場を
提供し、今後の活動に大きな自信を与える事業

①子ども家庭支援部門
②高齢者支援部門
③障がい児・者支援部門
④災害関連部門
⑤地域福祉部門

日本において持続可能な水産資源にかかわる活動を展開している
団体（NGO,一般社団,コンサルティング会社）が中心。Fellowship プロ
グラムとして現在PewTurstと連携したスカラシップをアカデミア向けに
提供している。

心とからだのヘルスケアに関する課
題に取り組む市民活動および市民
研究

子どもに関わるNPO/NGOを対
象とした第三者の多様で客観的
な視点を取り入れた組織基盤強
化の一連の取り組み。
（プログラム全体では、子ども分
野と環境分野が存在）

岩手県・宮城県・福島県の現地
NPOで被災者の生活再建を支援す
る団体の組織基盤強化

市民ファンド／コミュニティ財団の運営
基盤の強化に資する、より良い助成活
動の実現のための取り組みを応援

“ひと”“まち”“くらし”づくり

・一般課題：先駆的・独創的な取り
組み
・特定課題：社会参加が困難な人
たちの取り組み

被災者の生活再建に取り組む
現地NPO
＊現地NPO＝岩手、宮城、福
島県内で立ち上がったNPO

民間の非営利組織が自主事業
として取り組む、全国または地
域ブロック単位で実施される、Ｎ
Ｐ
Ｏ支援組織スタッフ向けの優れ
た研修プログラム

なし

助成総額
（予算）

2015年度までの助成実績 約13億円
①1,000万円
②2,000万円
③2,000万円

1億円

【東日本大震災復興支援部門】
2000万円
【防災減災活動支援部門】
500万円

4億8,795万円（2016年度実績） 約200～250億円 6.5億円 700万円程度 710万円 1億円 口頭説明
3,000万円（新規助成、継続助成の
総額）

1,500万円（新規助成、継続助成
の総額）
（環境分野と合わせ、プログラム
全体では3,000万円）

1,000万円程度 600万円程度（初年度および2年目） 2,000万円 2,400万円程度 4,000万円程度 60～100万円 なし

1件当たり
の上限

【ＪＰＦ「共に生きる」ファンドの助成を受けたことがない場
合】
① 非営利団体で法人登記から 1 年未満の団体は原則1
事業あたり 100 万円まで。
② 法人登記から1年以上経過し、前年度支出実績が50万
円未満の団体は1事業あたり100万円まで。
③ 前年度支出実績が 50 万円以上、300 万円未満の団
体は 1 事業あたり 500 万円まで。
④ 前年度支出実績が 300 万円以上の団体は原則 1 事
業あたり 1,000 万円まで。
【ＪＰＦ「共に生きる」ファンドの助成を受けたことがある場
合】

200万円目安
①しらべる助成：100万
②そだてる助成：なし（平均約700万）
③つたえる助成：未定

【東日本大震災復興支援部門】
コレクティブインパクト型:1000万円
課題解決型:500万円
【防災減災活動支援部門】
開発コース：100万円
運用コース：400万円

500万円
※ただし、②活動・チャレンジプログラムは50万
円

なし

①はじめる助成：300万円
②つづける助成：300万円
③ひろげる助成：800万円（日本の団体が海外で活動す
る場合）、600万円（その他）
④フロントランナー助成：1,200万円
⑤プラットフォーム助成：800万円
⑥復興支援助成：500万円
⑦特別助成：600万円
⑧LOVE　BLUE助成：寄付総額の範囲内（H28年度は総
額900万円）

1件1年につき50万円 200万円 年間上限1000万円 口頭説明 300万円
200万円
（但し、組織診断のみの取り組み
の場合は100万円）

300万円 200万円

・スタート助成（1年目、2年目、3年
目）：30万円
・ステップアップ助成（3年目or4年目）：
100万円

①第１種助成：50万円
②第２種助成：200万円
＊継続助成も同様

・新規助成：500万円
・継続助成：400万円

①講師招へい助成：10万円
②参加者交通費助成：団体所
在地から研修開催地までの往
復交通費から1万円を引いた額

なし

助成期間

【ＪＰＦ「共に生きる」ファンドの助成を受けたことがない場
合】
最長 3 ヶ月

【ＪＰＦ「共に生きる」ファンドの助成を受けたことがある場
合】
最長 1 年

1年
①しらべる助成：半年
②そだてる助成：2年
③つたえる助成：1年

【東日本大震災復興支援部門】
コレクティブインパクト型:２年間
課題解決型:１年間
【防災減災活動支援部門】
開発コース：１年間
運用コース：１年間

1年間（4月～3月末）
※ただし、②活動・チャレンジプログラム（最高4
年間）及び⑤東日本大震災及び平成28年熊本
地震の被災者救助・予防（復興）は除く

1年

基本的には単年度支援。
ただし毎年の審査により、同じ活動を以下の期間内で継
続を認めている。
①はじめる助成：1年
②つづける助成：最大3年
③ひろげる助成：最大3年
④フロントランナー助成：原則3年だが、進捗状況及び第
三者評価の結果により最大5年間
⑤プラットフォーム助成：最大3年
⑥復興支援助成：最大3年
⑦特別助成：原則1年
⑧LOVE　BLUE助成：最大3年

1年（⑤は３年までの継続助成あり） 1年（最長3年） 最大3年間 当初は1年、助成の実績が長い団体は2年以上の助成が可能 1年間（1月～12月） 1年間（1月～12月）
1年間（10月～翌9月、ただし助成開
始時期に応じて変更の場合有）

1年間（1月～12月） 1年間（6月～5月） 1年間（4月～3月） 1年間（10月～9月） 適宜（研修開催日） なし

応募資格

□応募時点で法人格を取得済の非営利法人
□ 独立した理事会及び事務局が存在していること。
□ 活動報告に必要な経理を実施できる団体であること。
□ 「共に生きる」ファンドに応募するにあたり組織としての
合意・決定を行っていること。

・特定非営利活動法人（NPO）、社団法人、社会福祉法
人、財団法人等の非営利的活動を行う団体

公益活動団体（法人格の有無は問わず）
非営利活動を行う団体（法人格の有無は
問わず）

法人登記後1年以上が経過し、かつ、過去1年間
を期間とする年度決算書が確定している法人
一般枠：社会福祉法人、更生保護法人、一般社
団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財
団法人、特定非営利活動法人（NPO法人）
特別枠：一般枠配分団体に加え、営利を目的と
しない法人（例：生協法人、学校法人等）

一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社
団法人、社会福祉法人、NPO 法人（特定非営利活動法
人）、ボランティア団体など非営利活動・公益事業を行う
団体

・特定非営利活動法人
・一般/公益　財団法人、社団法人
・任意団体（条件あり）

主たる活動範囲が東京都内の非営利団体
（法人格の有無、団体の設立時期などは問
わない）

公益活動を行なっている団体（法人格のない任意団体を含む）
社会福祉・地域福祉の推進に寄与する団体で、法人格の有
無は問わない。営利事業を目的とする団体は対象外。

公募はなきため該当せず

日本国内で活動するNPO（法人格の
有無や種類は問わない）
で、原則として2年以上の活動や研
究の実績があること

①団体設立から3年以上が経過
し、②日本国内に事務所があ
り、③有給常勤スタッフが1名以
上いる、NPO/NGO（法人格の種
類や有無は問わない）

①本プログラムの第2期または本基
金の［特定助成］のいずれかのプロ
グラムで助成実績があり、②応募
時に直近の助成が終了してから半
年以上が経過している

①独立した組織として設立、または、既
存の民間組織に設置されて1年以上が
経過、②社会課題に取り組む市民活動
への助成事業を実施している、③有給
常勤スタッフが1名以上いる、市民ファ
ンド／コミュニティ財団

関東1都7県で活動する、公益活動団
体（法人格の有無は問わず）で財政規
模500万円未満、設立10年未満

民間の非営利組織（法人格の種
類や有無を問わない）、あるい
は、民間の非営利組織を含む複
数の主体によるチーム

・団体は、応募時点で設立後１
年以上
・育成対象スタッフは、1年以
上の雇用実績
・労働保険、社会保険に加入
済

民間のNPO支援センター なし

募集時期 年4回　（2月、5月、8月、11月）
①7月1日～8月31日
②11月中旬～1月5日
③11月中旬～1月5日

9月1-30日
2016年9月14日（水）〜2016年10月31日
（月）

9月中旬～11月中旬 10月1～31日
継続プロジェクト　11月中旬～12月中旬
新規プロジェクト　12月中旬～1月上旬

12月15日－1月31日 毎年1月10日から1月31日まで 1月～2月 随時（RFPに基づいて） 6月中旬 7月中旬～下旬 7月頃 9月中旬～下旬（2年目の実績）
11月～翌1月中旬
（応募期間1月上旬～中旬）

9月～10月中旬
（応募期間10月上旬～中旬）

4月～6月
（応募期間：6月上旬）

適宜（主催者の研修開催日程に
よる）

なし

公募説明
会

福島県に駐在の地域担当スタッフが適宜申請相談に応じ
る。

実施なし 8-9月に一度主催？
９月、10月で東京、石巻、仙台で各１回
開催

8月末に報道発表 なし
11～12月に全国9箇所で開催、その他セブンイレブン主
催の合同説明会での説明等

なし。問合せ・応募の相談は随時 なし 検討中 公募はなきため該当せず なし
5月～6月（組織基盤強化ワーク
ショップと兼ねて）

なし
7月（2年目実績、【研修プログラム】内で
実施）

12月に開催 なし なし なし

その他研
修など

熊本を支える地元団体向け復興経験と知見をつなげる助
成＆研修事業

助成交流会　昨年度実績　2017年度未定
①2016年　4月
②③　2017年1～2月

中間報告会（4月）
NPOカレッジ「カイケツ」（5月～12月）
内定者向けブラッシュアップWS（2月）

中間報告会（９月）
完了会計報告書、自己評価書（事業終了後）
使途監査（翌年度）

なし

助成団体への研修等は以下のとおり。
活動報告会（12月）
若手プロジェクトリーダー育成支援（研修7月、10月、1月）
中間コンサルテーション（8～11月）

ききマネ講座「助成金・資金づくりを考える」
（年1～2回程度）

なし
助成授与式
中間報告会等を予定

Walton Family財団、Ocean5と連携したIUUステークホルダー会議（年
2-3回）、キャパシティ―ビルディングワークショップ（年1回）

中間インタビュー（7月）
贈呈式（12月）

贈呈式＆組織基盤強化フォーラ
ム（1月）
成果報告会（3月）
中間インタビュー（7月）

※初年度のため、現在検討中

市民ファンド／コミュニティ財団の運営
の中核を担うスタッフを主対象とした【研
修プログラム】を年3回実施（【助成プロ
グラム】の助成期間と合わせ、助成開
始時点、中間時点、完了時点）

・パートナーミーティング5月（採択団体・贈
呈式）
・ブラッシュアップセミナー6月（不採択団体
向け）
・フォローアップミーティング12月（採択団
体・中間報告）

・贈呈式　4月（採択団体）
・WEBレポートの作成（秋～春
頃）：継続助成団体の活動レポー
ト

・助成対象団体は四半期ごと
にスタッフ育成レポートを提出
・合同研修会（年2回）を実施

前述通り

「新しい市民社会の実現に寄与すること」をミッションとし、NPOの資金源を豊かにし、民間非営利セクターの自立した発展と活性化を図ることを目的に、日本NPOセンターの実績の一部を継承・発展するかたちで2002年4月に設立（同年9月にNPO法人化）。

市民社会創造ファンド


